
                                                              

　　　　　　　令和６年度事業報告 
                  　　　　　　　　　　　　　　　      自　令和６年４月１日      
                        　　　　　　　　　　　　　　　至　令和７年３月31日      

                                                                                
  公益財団法人長崎県暴力追放運動推進センターの事業については、センター定款第４条 
（事業）に基づき実施しました。                                                  
　                                                   

事業 　 事　　業　　内　　容 　　　事　　業　　実　　施　　結　　果

広 (1) 暴力団排除資料等の作成 ①　機関誌等の作成配布 
報 　配布等 　　当センター発行の機関誌「暴追ながさき64号
啓 　   ・65号」を合計4,500部作成し、関係機関団体、
発 　〇　広報媒体の活用    賛助会員をはじめ不当要求防止責任者講習会や 
事      各種会議等でも配布して広報を実施した。 
業 　〇　各種会議・会合等の活  

  　　用 ②　フロントマスクの掲出
        年末の約１か月間（令和６年12月1日～同月
 　31日)、県下一円を走行する県営バス・長崎バ
 　ス・島鉄バス・五島バスの各路線バスに「暴力
 　団追放」のフロントマスクを掲出して広報を実

  　施した。
  

  ③　路線バスによるワンマンＣＭ
     県内都市部の乗車率が高い路線バス３社（県
 　営バス・長崎バス・西肥バス）において、年間
 　を通して不当要求防止責任者講習の車内アナウ

  　ンスによる広報を実施した。
  

  ④　公的機関の広報媒体を活用した広報
     一般市民が多数利用する市役所で公的媒体を
   活用しての暴力団追放三ない運動＋１の実践等

  　について広報した。
      ・長崎市役所「窓口封筒」(35,000枚)

  
 ⑤　カレンダーの作成 
 　　「暴力団追放三ない運動＋１(ワン)」標語及
 　びセンター名、ロゴマーク入り特製カレンダー
 　(令和６年版)250部を作成・配布し、暴力追放

  　意識の高揚普及に努めた。
  

  ⑥　暴力追放広報啓発用品の作成・配付
  　・　クリアファイル(2,000枚)

    ・　ウエットティッシュ(2,000枚)
  　・　広報用ポスター（２種類3,000枚）

  
 ⑦　新聞広告の掲載 
 　　令和６年12月中、令和７年正月特別版及び長
 　崎新聞紙面に「暴力団追放三ない運動＋１(ワ

　ン)」などの暴力団排除広告を掲載し、暴力団
　追放の広報啓発を図った。 
 

 ⑧　デジタルサイネージ動画を活用した広報



　　令和７年２月１日から２月28日までの間、長
 　崎バス新地ターミナル・ココウォークターミナ

　ルに設置された大型液晶画面で暴力団排除用の
　デジタルサイネージ動画を掲示して広報を実施

 　した。
 

 ⑨　大相撲長崎巡業における広報活動
　　令和６年12月４日に開催された令和６年冬巡
　業大相撲長崎場所の会場において、県警と合同
　により暴排チラシ等の配付などを行い、暴力団
　追放の広報啓発を行った。

(2) 暴力団排除条項等導入に 　不当要求防止責任者講習、各種会議、研修会等
　ついての広報 を通じて、表明・確約書の活用や暴力団排除条項

の導入促進に努めた。

(3) インターネットホームペ 　不当要求防止責任者講習計画の日程や変更、全
  ージの充実 国及び県内における暴力団勢力等の掲載をはじ
 め、情報公開、相談の受理など一層の充実に努め

た。

(4) 賛助会員の拡大 　あらゆる機会を通じて賛助会員の拡大に努め、
 令和６年度は、175会員の賛助会員を獲得した。 
 　　　　　　　　　　（令和５年度　173会員） 
 　また、当センターのシンボルマーク入り「暴追
 会員之証」を賛助会員に、また「暴排関係冊子・
 ポスター」等は行政機関、各種企業、暴排組織等

に配布して、暴排意識の高揚普及を図った。

(5) 地域安全・暴力追放運動 　令和６年10月16日、佐世保市内において「安全
　「安全・安心まちづくり長 ・安心まちづくり長崎県大会」(約500人参加）を
　崎県大会」の開催 開催した。

 (1) 民間暴排組織が行う暴排 　令和６年４月13日に実施された暴力追放「いの
 　キャンペーン等の支援　  ちを守る」長崎市民集会を始め、関係機関や民間
   暴排組織の行う各種行事などに参加、広報啓発用
 品を提供するなど民間暴排組織の行う活動の支援
暴 を行った。
排
組 (2) 企業研修会、各種会議等 　自治体及び民間等暴排団体の総会、研修会及び
織   における支援活動 民間事業者の研修会等に出席し 
の    　・各種暴排資料                      　 
支      　・当センター発行機関紙「暴追ながさき」 
援  等を提供、さらには 
事  　　・暴排講話等の支援活動 
業  を行うとともに、賛助会員事業者、長崎企業等安

 全対策懇話会会員事業者に対して暴排資料を配付
 するなど、暴排意識の高揚、醸成を図った。 

  
     令和６年度 

      暴排研修会等　18回　868人参加 
            （令和５年度 19回  602人参加）

(3) 視聴覚資材の貸出 　各企業、暴排組織等からの要請に基づき視聴覚
 資材「暴排ＤＶＤ」を貸出し、対応要領の習熟等



  を図った。
    令和６年度３回貸出（令和５年度３回）

 (1) 暴力相談の積極的な受理   暴排広報と併せて暴力相談についての広報を積
暴   と早期解決 極的に行い、面接・電話等での相談を受理 
力       ・受理体制 
相        暴力追放相談委員 ７人 
談  　　　　事務局職員　　 ２人　 
事  　　　　弁護士　　　　 ４人 
業                  　　　　少年指導委員　 １人 

  ・受理件数 
　　　令和６年度50件（令和５年度69件)

(2) 民暴事案に対する暴追セ   民事介入暴力相談に対しては、当センターで適
　ンター、弁護士、県警によ 切な処理を行うとともに、委嘱相談委員の弁護士
　る連携チームでの対応 に専門的立場からアドバイスを受けるほか、必要
    に応じて民暴弁護士の紹介を行い迅速な解決を図
 り、保護の必要性を含めて警察との連携等適切な

処理を図っているが、令和６年度は連携チームで
対応すべき相談は無かった。

(3) 企業診断   企業対象暴力被害を防止するために相談を基に
企業診断を実施することとしているが、令和６年

 度の企業診断はなかった。

少 (1) 関係機関・団体との連携 　令和６年７月５日開催の被害者支援連絡協議会
年   強化 総会等に参加、関係機関との連携を図った。
に  
対
す
る (2) 教育関係機関への働きか 　令和６年中教育委員会、中学校・高校の教育関
暴   けの実施 係機関等に対する働きかけや、直接的な指導教養
力  を行うなどの機会はなかった。
団
の
影 (3) 少年の健全育成を目的と 　県警少年課との連携を図り、本年度中２回実施
響 　する各種活動の支援と広報 された少年指導委員研修会に参加し、少年の暴力
を 団への加入防止等に対する意識の醸成を図った。
排 　
除
す
る
事
業

暴 (1) 「暴力団離脱者社会復帰 ①  暴力団離脱者社会復帰対策連絡会の開催 
力 　対策連絡会」等の開催によ 　　令和６年12月2日開催の 
団 　る関係機関との連携    　　 「暴力団離脱者社会復帰対策連絡会総会」 
離  　に出席し､暴追センターが行う離脱者支援事業
脱  　について説明、周知を図るとともに、警察・職
者  　安等関係行政機関との連携強化を図った。 
支   
援  ②　協賛会員に対して、協力依頼をなすとともに、
事    センター機関誌をはじめとした暴排資料を提供



業   し、協力依頼を実施した。

(2) 離脱者雇用事業者への給 　離脱者雇用給付金、支援金支給実績はなかった。 
　付金支給等による支給事業  
　の推進

(3) 離脱に向けた指導・相　 　長崎刑務所と連携し、服役中の暴力団組員で離
　談の受理、社会復帰の支援 脱意志を有する者２名に対して離脱・社会復帰に

  ついての講話等を実施した。
         

暴 (1) 適格団体としての体制の ①　不当要求防止責任者講習での講話をはじめ、
力 　確立と県民に対する広報 　暴排関係の各種会議、研修会等において広報を
団    　実施した。 
事   
務                        ②　令和６年度中の組事務所使用差止訴訟なし 
所   
使   
用   
差   
止 (2) 財政基盤確立 　令和６年度は、特定寄附金50万円を差止請求等
請  費用運営資産（特定資産）に組み入れ、資産合計
求 1,550万円を保有 
事
業

 (1) 暴排講習の実施 ①　講習の充実 
不      ３年に一度の定期講習、不当要求防止責任者
当  　〇 選任事業所の拡充   　選任時の選任時講習を実施するとともに、一般
要  　事業所に対しても複数専任制を指導し、受講を
求  　促した。 
防  　（令和７年３月31日現在4,201事業所、4,796名
止  　　の不当要求防止責任者が登録) 
責       
任  ②　講習結果 
者      ・講習回数　27回 

  講 　　・受講者　 895人
  習      （令和５年度　27回　受講者 1,171人）
  事

業 (2) 公務員講習、行政研修の 　自治体等からの要請に基づき、２自治体の93名
   　支援 に対し公務員講習（行政研修）を実施した。

不   
当 　公営競技場･証券業界への 　令和６年９月２日に開催された長崎県証券警察
要 暴力団排除活動支援 連絡協議会において、暴排講話を行うとともに情
求 報提供を行った。 
情              
報
管
理
機
関
の



援
助
事
業 

被 (1) 見舞金制度、民事訴訟 　不当要求防止責任者講習をはじめ、暴排関係の
害 　支援制度についての広報の 各種会議、研修会等において見舞金の支給、民事
者 　徹底 訴訟等の支援について広報を実施するとともに、
の  警察本部犯罪被害者支援室との連携を強化した。
保
護
救 (2) 被害者への見舞金の支給 　被害者への見舞金の支給は、令和６年度実績な
済 し。
事
業 (3) 民事訴訟等の支援 　民事訴訟等支援は、令和６年度実績なし。 

少 　少年指導委員の研修 　警察本部少年課と連携の上、少年指導委員研修
年 における講話を実施し、暴力団の勧誘や加入強要
指 等の不当な行為の防止活動に必要な知識等を養う
導 とともに、少年を暴力団から守るリーフレットを
委 提供し暴排意識の高揚を図った。 
員     ・令和６年７月９日佐世保地区(15名) 
研     ・令和６年７月11日長崎地区(25名)
修
事
業

 (1) 暴排研修、情報収集活動 　不当要求防止責任者講習受講者を対象に不当要
  求を受けた事実の有無等についてアンケート調査
  を実施した。 
  　・令和６年度受講者　 895人 
そ  　・回答総数　         865人（回答率96.6％） 
の    アンケート調査の結果は、「暴追ながさき」に
他 掲載し、情報の共有を図ることとしている。
調
査 (2) 暴力団に関するモニター 　現在、長崎市に2人、佐世保市1人、五島地区1
研 　の資質向上と情報の活用 人の計4人に委嘱している暴力追放モニターの資
究  質向上及び地域における暴力団等の動向等につい
情  て情報交換を実施するため、令和７年１月22日「暴
報  力追放相談委員及び暴力追放モニタ－合同研修
収  会」を開催した。
集
事
業 (3) 暴力団排除活動に関する ①　九州管区内等における民暴研究会等への出席 

  情報収集及び研究 　　令和６年度に開催された九州管区内等におけ
　る民暴研究会等に参加した。 

   ・令和６年７月12日　
     　第11回民事介入暴力対策全国拡大協議会福

 　　岡
 　・令和６年７月23日　

    　令和６年度九州ブロック暴追センター連絡
 　　　協議会

 　・令和６年11月８日



 　　　第96回民事介入暴力対策群馬大会
   ・令和６年12月13日

　　　令和６年度長崎県民事介入暴力事案対策研
 　　　究会 

 　・令和７年２月28日
 　　　令和６年度九州ブロック民暴研究会

 ②　研修会等への出席
  　全国暴追センター等主催の各種会議、研修会

 　に参加して職員の資質・技術の向上を図った。
 　・令和６年４月25日

　　　暴力追放相談委員及び不当要求防止責任者
 　　　講習担当者研修会

   ・令和６年９月25日
　　　令和６年度暴追センター専務理事及び事務
　　　局長等研修会


